
 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省

令案概要 

令和 4 年 8 月 23 日 

職業安定分科会雇用保険部会（第 173 回） 
資料１－２ 



雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案（概要） 
 

１．改正の趣旨  

○ 「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」（令和元年

６月４日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、「ハローワークにおける雇用保

険等の各種業務のフローについて、ペーパーレス化等の検討を行」うこととされている。 

○ 現在、失業認定等の雇用保険の手続において、受給資格者は顔写真付きの受給資格者証

を提出し、管轄公共職業安定所の長は本人確認を行った上で、支給内容や次回認定日等の

必要な事項を記載して返付している。 

この点について、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、受給資格者がマイ

ナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、失業認定等の手続におい

て、受給資格者証の提出を不要とすることとする。 

なお、この場合における支給内容の通知等については、当面、書面による通知（受給資

格通知）を交付することとするが、次期システム更改（令和８年度を予定）において、電

子的な交付を実現する方向で検討している。 
 

２．改正の概要 

○ 現行の雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）においては、失業認定等の手

続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所長が

必要な事項を記載して返付することとされているところ、マイナンバーカードの提示と受

給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、以下のとおり規定の整備を行う。 

⑴ 管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、

基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する

場合には、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならないこと。 

⑵ 受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、

マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければならないこと。 

⑶ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の

認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなけ

ればならないこと。 

⑷ 受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の

長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができること。 

⑸ 管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の

支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合で

あって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、⑴から⑷までと同様に、それぞれ

高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。 

○ その他所要の規定の整備を行うとともに、関係省令の規定の整備を行う。 
 

３．根拠法令 

○ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第 15条及び第 82条等 
 

４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和４年９月下旬（予定） 

○ 施行期日：令和４年 10月１日 
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マイナンバーカードによる失業認定等の取扱いについて

〇これまで失業の認定等の際には、受給資格決定時に提出してもらった顔写真を貼付した「雇用保険受給資格者証」

（以下「受給資格者証」という。）等で本人確認や処理結果の通知を行ってきた。

〇令和4年10月１日以降に受給資格決定を行う場合は、本人の希望により、マイナンバーカードを提示することで、

受給資格者証等に貼付する顔写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証等の持参が不要となる。

また、各種手続の処理結果は「雇用保険受給資格通知」（以下「受給資格通知」という。）等に印字し、手続の

都度本人に渡す取扱いとなる。

〇マイナンバーカード非保持者や上記取扱いを希望しない者は、従来通り受給資格者証等による手続となる。

〇令和８年度のシステム更改後は、マイナポータルを活用し受給資格通知等を電子的に交付することを検討中。

＜対象となる受給資格者証等＞

〇雇用保険における手続の際、マイナンバーカードを提示する場合は、下の表の左欄に記載する受給資格者証等の提出

が不要となる。

〇各種手続の処理結果は、下の表の右欄に記載の受給資格通知等に印字し交付する。

対象となる受給資格者証等 各種手続の処理結果（受給資格通知等）

雇用保険受給資格者証 雇用保険受給資格通知を交付

雇用保険高年齢受給資格者証 雇用保険高年齢受給資格通知を交付

雇用保険特例受給資格者証 雇用保険特例受給資格通知を交付

教育訓練給付金及び
教育訓練支援給付金受給資格者証 教育訓練受給資格通知を交付
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【従来の取扱い】

受給資格者証による失業認定

【新たな取扱い（希望者のみ）】

マイナンバーカードによる失業認定

①受給資格決定時
運転免許証等の本人確認書類を添えて、離職票等の
必要書類及び顔写真２枚をハローワークに提出

②雇用保険説明会時
受給資格者証を本人に交付

③失業の認定時（認定日）
受給資格者証を添えて失業認定申告書をハローワーク
に提出。
処理結果は受給資格者証に印字の上、本人に返付。

①受給資格決定時
マイナンバーカードを提示の上、離職票等の必要書類を
ハローワークに提出（顔写真２枚は不要）

②雇用保険説明会時
受給資格通知（全件版）を本人に交付
※令和８年度のシステム更改後は電子的に交付（予定）

③失業の認定時（認定日）
マイナンバーカードを提示の上、失業認定申告書を
ハローワークに提出。
処理結果は受給資格通知（最新処理状況版）に印字の
上、本人に交付。
※令和８年度のシステム更改後は電子的に交付（予定）

＜基本手当の受給手続の流れ＞
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【従来の取扱い】

高年齢（特例）受給資格者証による失業認定

【新たな取扱い（希望者のみ）】

マイナンバーカードによる失業認定

①受給資格決定時
運転免許証等の本人確認書類を添えて、離職票等の
必要書類及び顔写真１枚をハローワークに提出

②失業の認定時（認定日）

高年齢（特例）受給資格者証を添えて失業認定申告書を
ハローワークに提出。
処理結果は高年齢（特例）受給資格者証に印字の上、
本人に返付。

①受給資格決定時
マイナンバーカードを提示の上、離職票等の必要書類を
ハローワークに提出（顔写真１枚は不要）

②失業の認定時（認定日）
マイナンバーカードを提示の上、失業認定申告書を

ハローワークに提出。

処理結果は高年齢（特例）受給資格通知（注）に印字の
上、本人に交付。
（注）１回限りの認定で終了するため「全件版」「最新処理状況

版」の区別なし

※令和８年度のシステム更改後は電子的に交付（予定）

＜高年齢求職者給付金及び特例一時金の受給手続の流れ＞

高年齢（特例）受給資格者証を本人に交付 高年齢（特例）受給資格通知を本人に交付
※令和８年度のシステム更改後は電子的に交付（予定）
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【従来の取扱い】

教育訓練受給資格者証による支給申請

【新たな取扱い（希望者のみ）】

マイナンバーカードによる支給申請

①専門実践教育訓練給付金の受給資格確認時
（受講開始日の１か月前まで）

運転免許証等の本人確認書類を添えて、受給資格確認票等の
必要書類及び顔写真２枚をハローワークに提出。

失業状態にある等の要件を満たし、教育訓練支援給付金の受
給も希望する場合、同時又は専門実践教育訓練給付金受給資
格確認後に、受給資格者証（基本手当の受給資格決定を受けて
いる場合）を添えて、受給資格確認票等の必要書類を提出。

②専門実践教育訓練給付金の支給申請時
（受講開始日から６か月ごと）

教育訓練受給資格者証を添えて、教育訓練給付金支給申請書
等の必要書類をハローワークに提出。
処理結果は教育訓練受給資格者証に印字の上、本人に返付。

教育訓練支援給付金の受給も希望する場合、受給資格者証
（基本手当の受給資格決定を受けている場合）を添えて、教育訓
練支援給付金受講証明書等の必要書類も併せて提出（注１）。

①専門実践教育訓練給付金の受給資格確認時
（受講開始日の１か月前まで）

マイナンバーカードを提示の上、受給資格確認票等の必要書
類をハローワークに提出（顔写真２枚は不要）。

失業状態にある等の要件を満たし、教育訓練支援給付金の受
給も希望する場合、同時又は専門実践教育訓練給付金受給資
格確認後に、受給資格確認票等の必要書類を提出（基本手当の
受給資格決定を受けている場合も、受給資格者証の提出は不
要）。

②専門実践教育訓練給付金の支給申請時
（受講開始日から６か月ごと）

マイナンバーカードを提示の上、教育訓練給付金支給申請書

等の必要書類をハローワークに提出。処理結果は教育訓練受給
資格通知（最新処理状況版）に印字の上、本人に交付。
※令和８年度のシステム更改後は電子的に交付（予定）

教育訓練支援給付金の受給も希望する場合、教育訓練支援給
付金受講証明書等の必要書類も併せて提出（基本手当の受給
資格を受けている場合も、受給資格者証の提出は不要）（注２）。

＜専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の受給手続の流れ＞

（注１）原則として２か月に１回の教育訓練支援給付金の認定日に、受給
資格者証を持参し、失業の認定を受けた後、受給資格者証に処理結果
が印字される。

教育訓練受給資格者証を本人に交付 教育訓練受給資格通知（全件版）を本人に交付
※令和８年度のシステム更改後は電子的に交付（予定）

（注２）原則として２か月に１回の教育訓練支援給付金の認定日に、マイ
ナンバーカードを提示し、失業の認定を受けた後、処理結果を教育訓練
受給資格通知（最新処理状況版）に印字の上、交付する。
※令和８年度のシステム更改後は電子的に交付（予定）

※一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金
では、受給資格者証を用いない。
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受給資格通知（全件版）
（基本手当の場合の例）

全件版の受給資格通知は初回交付時のみとなり、その後は最新処理状況版の受給資格通知が交付される。

（表面） （裏面）
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受給資格通知（最新処理状況版）
（基本手当の場合の例）

〇前回失業認定日と今回失業認定日の処理結果
が印字される。

〇希望があれば直近までの処理状況を印字した
全件版の受給資格通知を交付することも可能。
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雇用保険手続におけるオンライン化の状況（現状及び検討中の内容）
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従来の受給資格者証の代替
としてMNカードを活用予定
（R4.10月～段階的実施）
⇒MNカードの普及促進、
受給者の利便性の向上

〇 事業主が行う手続は基本的に電子申請が可能であり、オンライン利用率の向上に取り組んでいる。

〇 これに加え、政府方針、労使団体・社会保険労務士会・労働局からの要望等を踏まえ、逐次利便性
向上に向けた取組を実施。

○ また、令和８年度のシステム更改に向け、全47労働局を通じた雇用保険制度全般に関するアンケー
ト調査（Ｒ３.６月）、労働局・ハローワークを訪問しての意見交換（Ｒ３.７月～11月）等を踏まえ、雇用保
険用Webサイトの構築等を検討中。 ※黄色Boxの内容

＋オンライン申請のエラーチェック
機能の強化等を検討中

MNカード活用者への
支給日数や支給額の
電子通知を検討中

離職証明書をOCR入力可能とし電子的に処理・管理することを検討中
⇒これに伴い離職票の賃金日額計算の自動化も検討中

雇用保険用Webサイトを活用し、
受給資格の確認や給付額シミュレーションなどを可能とすることを検討中

：デジタル関係
（点線は予定事項）

今回の改正内容

令和４年４月12日 規制改革推進会議
第４回デジタル基盤ＷＧ等提出資料よ
り一部改変のうえ抜粋
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マイナンバーカードによる雇用保険手続に関する政府決定

４．マイナンバーカードの利便性、保有メリットの向上、利活用シーンの拡大
（１）デジタル・ハローワーク・サービスの推進
① ハローワーク・サービスのデジタル化
マイナンバーカードを基盤として安全・安心で利便性の高いデジタル社会を構築していく中で、ハローワーク・サー

ビスのデジタル化を推進する。
このため、本年度より、マイナンバーカード保持者について、雇用保険の求職者給付の申請時の写真添付を不要とす

るとともに、教育訓練給付金について、マイナンバーカードによる認証で電子申請が可能であることを周知する等によ
り、電子申請を推進する。さらに、令和３年度から順次、マイナポータルのお知らせ機能等を活用し、教育訓練給付金
等に係る情報発信を充実させる。
さらに、令和４年度以降、マイナンバーカードをハローワークカードとして利用可能にする。また、令和２年１月か

ら、ハローワークインターネットサービスに「求職者マイページ」を新設し、ハローワークの職業紹介・職業訓練受講
の履歴確認、マイナポータルとの連携などオンラインサービスを順次充実する。
こうした取組とあわせ、ハローワークにおける雇用保険等の各種業務のフローについて、ペーパーレス化等の検討を
行い、ハローワーク業務のBPRを推進し、相談サービスの充実を図る。

マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針
（令和元年６月４日 デジタル・ガバメント閣僚会議決定）

• 国及び地方公共団体のデジタル化を機動的かつ強力に進め、その成果を展開することによって、国、地方公共団
体及び民間部門まで含めた社会全体のデジタル化を推進することを目的とした会議体。（直近の開催は令和２年
12月）

• 内閣官房長官が議長であり、厚生労働大臣を含む各大臣が構成員となっている。

（参考）デジタル・ガバメント閣僚会議について
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